
「自宅でのテレワー
情報通信機器を活用した在宅勤務の適切

はじめに ～テレワ
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パソコンなどＩＴを活用した時間や
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うすればい

こんな疑問や懸念を持つ方
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テレワークには以下の種類がありま
①ａ「自宅でのテレワーク」を実施

①事業主と雇用関係にある働き方

でしょうか。このパンフレッ

いう働き方について、Ｑ＆Ａ

①事業主と雇用関係にある働き方

a. 自宅でのテレワーク 労働者が自宅において

b. サテライトオフィス勤務
労働者が属する部署が
た地域にある小規模な

c. モバイルワーク
外勤中にノートパソコン
やりとりをしつつ業務に

c. モバイルワ ク
やりとりをしつつ業務に

②事業主と雇用関係にない、請負契約などに基づ

在宅就業・在宅ワーク
請負契約に基づき、情
ホームページの作成な

②の働き方は労働基準法等の適用はありませんの

厚生労働省・都道府

ーク」という働き方
切な導入及び実施のためのガイドライン

ワークについて～

んか？ テレワ クとはんか？ テレワークとは、

や場所にとらわれない柔軟な働き方

や介護をしながら、また病気やけがの治療を

魅力があります 一方 事業主にとっても魅力があります。一方、事業主にとっても、

際、従業員に自宅で働いてもらうことにより

あります。しかし、

宅でのテレワ
入しているが

自宅でテレワークを
すると 労働時間の入しているが

が難しい。ど
いいの…

すると、労働時間の
計算はどうなるの？

方もいらっしゃるのではない

トは、自宅でのテレワークと

ますが、このパンフレットでは、主に
施する際の留意点を解説しています。

トは、自宅でのテレワ クと

Ａ形式でまとめました。

て業務に従事する働き方

があるメインのオフィスではなく、郊外の住宅地に近接し
なオフィスなどで業務に従事する働き方

ン、携帯電話などを利用して、オフィスとの連絡や情報の
に従事する働き方に従事する働き方

く自営的な働き方

情報通信機器を活用してサービスの提供（テープ起こし、
など）を在宅形態で行う働き方

で、このパンフレットでは対象外となります。

府県労働局・労働基準監督署



自宅でのテレ

Q1 テレワークは、自宅でもできるの？

★ 自宅でもテレワークは可能です

★ 週に１・２回や月に数回など柔

自宅で働く場合は、勤務時間と日常生活

A1 は、労働時間の管理や仕事の評価方法に

て働けるように労務管理を行う必要があり

厚生労働省では、自宅でテレワークを行う

（情報通信機器を活用した在宅勤務の適

成しています。（平成１６年３月策定、平成

Q2 自宅でテレワークをするメリットは

企業のメリット
例えば、

 災害時などに事業が継続できる（い

A2

災害時な 事業 継続 きる（

 柔軟な働き方が可能になることによ

 ワーク・ライフ・バランスを図り、企業

 オフィススペースに必要な経費や通

※１ Business Continuity  Plan    ※２ Ｃorporate Ｓ

労働者のメリット労働
例えば、

 育児や介護、病気の治療などをしな

 通勤時間の削減などにより自由に使

 通勤が難しい高齢者や障害者の就

 電話などにじゃまされず、業務に集

Q3 自宅でのテレワークに、労働基準法

自宅でテレワークを行う場合でも、労働者

 労働基準法（労働時間、年次有給休

 労働契約法（労働契約の内容の変

A3
労働契約法（労働契約 内容 変

 最低賃金法（最低賃金など）

 労働安全衛生法（健康診断など）

 労働者災害補償保険法（労災保険

などが適用されます。

1

ワーク Ｑ＆Ａ

？

す。

柔軟に自宅で働くことも可能です。

活の時間が入り混じることになりますので、事業主

について、労働者とよく話し合い、労働者が安心し

ります。

う場合の注意点を示した「在宅勤務ガイドライン
適切な導入及び実施のためのガイドライン）」を作

成２０年７月改訂）

？

いわゆるＢＣＰ（事業継続計画）※１対策）わゆる （事業継続計画） 対策）

より、優秀な人材が確保できる

業の社会的責任（ＣＳＲ※２）を推進できる

通勤手当などが削減できる

Ｓocial Ｒesponsibility

ながら働くことができる

使える時間が増える

就業機会が拡大する

中できる、また業務効率も向上する

法などは適用されるの？

者には

休暇、割増賃金［時間外労働、深夜手当］など）

変更など）変更な ）

険の給付など）

1



Q4 自宅でのテレワークを導入する際、

①自宅でのテレワ クを導入する前①自宅でのテレワークを導入する前

★ 会社の就業規則を確認してくだ

自宅でのテレワークを導入する際には、就
どうかをまず確認してください。

例えば、次のような規定が必要になります。

 人事異動として在宅勤務を命じるこ

 在宅勤務用の労働時間を設けるの

 通信料などを特別に支払うのであれ

これらの規定がない場合、就業規則に規定

 常時10人以上の従業員を使用する使用者

A4

の労働基準監督署長に届け出なければなり

 就業規則は労働者に周知しなければなりま

 使用者が一方的に就業規則を変更しても、
ません。（労働契約法 第９条）

なお、就業規則によって労働条件を不利益に
(2)労働者に周知することが必要です。（労働

②新しく雇う人に自宅でのテレワー
★自宅でテレワークを行うことな

事業主は、新しく雇う労働者に自宅でテレ

結ぶ際に就業の場所が自宅であることを書

条第 労 基準 施 規 第 条第15条第１項、労働基準法施行規則 第５条第

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者
件を明示しなければなりません（労働基準法
等については書面で明示しなければなりませ

 労働契約の変更時もできる限り書面で確認

③すでに雇っている人に自宅でのテ
★できる限り書面で確認してくだ

事業主および労働者は、労働契約の変更

法 第４条第２項）

2

労働基準法などで注意すべき点は？

前に前に

ださい。

業規則にテレワーク勤務に関する規定があるか

。

ことに関する規定

のであれば、その労働時間に関する規定

れば、その支払いに関する規定

定する必要があります。（労働基準法 第89条）

者は、就業規則を作成、または変更する場合、所轄
りません。（労働基準法 第89条）

ません。（労働基準法 第106条）

、労働者の不利益に労働条件を変更することはでき

に変更する場合には、(1)内容が合理的であること、
働契約法 第10条）

クを行わせる場合は
などを労働条件通知書に明示してください。

レワークを行わせようとする場合には、労働契約を

書面で明示する必要があります。（労働基準法 第

第第２項）

者に対して賃金、労働時間、就業場所その他労働条
法 第１５条第１項）。また、賃金、労働時間、就業場所
せん。（労働基準法施行規則 第５条第２項）

認してください。（労働契約法 第４条第２項）

テレワークを行わせる場合は
ださい。

更をできる限り書面で確認してください。（労働契約

2



Q5 自宅でテレワークを行う際、労働時

①労働者の労働時間が算定できる①労働者の労働時間が算定できる

★ 原則、通常の労働時間制（１日

自宅でテレワークを行う場合でも、労働時間
と同様に通常の労働時間制（労働基準法

★ 変形労働時間制やフレックスタ

自宅でテレワークを行う労働者にも、以自宅でテ ワ クを行う労働者 も、以
１か月単位の変形労働時間制（労働
１年単位の変形労働時間制（労働基

フレックスタイム制（労働基準法 第

 １か月単位および１年単位の変形労働時

労使協定または就業規則などで定めること
が法定の労働時間を超えない範囲内にお

A5

が法定の労働時間を超えない範囲内にお
働させることができる制度。なお、１年単位
労働基準監督署長へ届け出ることが必要で

 フレックスタイム制（労働基準法 第３２条

就業規則などに制度を導入することを定めた
均し、１週間当たりの労働時間が法定の労
る総労働時間を定めた場合、その範囲内で
ることができる制度

②労働者の専門性が高く、仕事の

★ 裁量労働制も活用できます。

 専門業務型裁量労働制（労働基準法

 企画業務型裁量労働制（労働基準法

ることができる制度。

企画業務型裁量労働制（労働基準法

裁量労働制とは、研究開発などの業務、ある
などの業務について、その性質上、業務の遂
な指示をしないことを労使協定や労使委員会
定めた時間働いたものとみなす制度。専門業
業務型裁量労働制（労働基準法 第３８条の

③どうしても労働時間の把握がで

★ 事業場外みなし労働時間制も

労働時間を算定することが難しく、ある一定
労働時間制」（労働基準法 第38条の２）を適

Q6 事業場外みなし労働時間制とはQ6 事業場外みなし労働時間制とは、

A6

★ 労働時間の算定の方法につい

労働時間の算定は、タイムカードなどで始

することが原則です（平成13年４月６日付け

使用者が講ずべき措置に関する基準」）。

か 会社 外 働く場合 そ 労働時しかし、会社の外で働く場合でその労働時

働時間制）を設けています。自宅でテレワー

制度を利用できます。要件については、Q7

3

時間の管理はどうすればいいの？

場合は場合は

日８時間、週４０時間）が適用されます。

間の算定が可能な場合、原則、会社で働く労働者
第32条）が適用されます。

タイム制も活用できます。

以下を活用することができます。以下を活用する できます。
働基準法 第32条の２）
基準法 第32条の４）

第32条の３）

時間制（労働基準法 第３２条の２・第３２条の４）

により、一定期間を平均し、１週間当たりの労働時間
いて 特定の日または週に法定労働時間を超えて労いて、特定の日または週に法定労働時間を超えて労

位の変形労働時間制の場合、労使協定を締結し、所轄
です。（労働基準法 第３２条の４ 第４項）

条の３）

た上で、労使協定により、一定期間（１カ月以内）を平
労働時間を超えない範囲内において、その期間におけ
で始業・終業時刻・労働者がそれぞれ自主的に決定す

進め方を任せた方がよい場合は

法 第38条の３）

法 第38条の４）法 第38条の４）

るいは事業の運営に関する事項についての企画、立案
遂行の方法や時間の配分などに関し、使用者が具体的
会の決議で定めた場合、その協定や決議であらかじめ
業務型裁量労働制（労働基準法 第３８条の３）と企画
の４）があります。

きない場合は

も利用できます。

定の要件を満たす場合であれば､「事業場外みなし
適用することができます。

どのような制度ですか？、どのような制度ですか？

いて特例を認めている制度です。

業・就業時刻を確認して、労働時間を適正に把握

け基発第339号「労働時間の適正な把握のために

間 算定が難 場合 特例（事業場外 な 労間の算定が難しい場合、特例（事業場外みなし労

ークを行う場合でも要件を満たした場合には、この

7を参照してください。
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Q7 自宅でのテレワークで、事業場外み

自宅でのテレワークで、労働時間の算定が
事業場外みなし労働時間制（労働基準法

① 業務が自宅で行われること

② パソコンが使用者の指示で常

 労働者が自分の意思で通信可能

A7

 労働者が自分の意思で通信可能

いない場合は「使用者の指示で常時

 使用者が労働者に対してパソコン

示板などにより随時具体的な指示を

的指示があった場合に労働者がそ

体的な指示に備えて待機している手

るとき）は、「通信可能な状態」となり

なお、単に回線が接続されているだ

ある場合などは「通信可能な状態」

③ 作業が随時使用者の具体的な

 例えば業務の目的、目標、期限な例えば業務の目的、目標、期限な

事項について変更を指示することは

Q8 事業場外みなし労働時間制の場合

 就業規則などで定められた｢所定 就業規則などで定められた｢所定

 事業場外みなし労働時間制の場
に「通常必要とされる時間」が法定労
日労働に関する労使協定（36協定）
る とが必要 す（労働基準法 第

注意!!

A8

ることが必要です（労働基準法 第3

 「所定労働時間」を超えて働くこ
のに「通常必要とされる時間」働い
ありません）。

 労使の書面による協定があるとき
とされる時間」とされ、この労使協定される時間」 され、 の労使協定
要となります（労働基準法 第38条の
法定労働時間内であれば届け出は

 事業主は、労働者が業務に従事
間の適切な把握に努め、必要に応
改善を行うことが望まれます。

4

みなし労働時間制が利用できる要件は？

が難しく、以下の３点の要件すべてを満たした場合、
第38条の２）が利用できます。

常時通信可能な状態となっていないこと

能な状態を切断することが使用者から認められて能な状態を切断することが使用者から認められて

時通信可能」な状態となります。

ンなど情報通信機器を用いて電子メール、電子掲

を行うことが可能であり、かつ、使用者からの具体

それに即応しなければならない状態（労働者が具

手待ち時間や、または待機しつつ作業を行ってい

ります。

だけで労働者がパソコンから離れることが自由で

には該当しません。

な指示に基づいて行われていないこと

などの基本的事項を指示することや、この基本的などの基本的事項を指示することや、この基本的

は「具体的な指示」には該当しません。

合、１日の労働時間はどうなるの？

定労働時間｣労働したものとみなします定労働時間｣労働したものとみなします。

場合でも、労使で協定した、その業務を行うの
労働時間を超えている場合、時間外労働・休
）を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出

条）6条）。

とが必要な業務については、その業務を行う
たものとみなされます（「所定労働時間」では

きには、その協定で定める時間が「通常必要
定は労働基準監督署長へ届け出ることが必定は労働基準監督署長 届け出る 必
の２）。ただし、通常必要とされる労働時間が

は不要です。

事した時間を記録した日報などにより、労働時
応じて所定労働時間や業務内容などについて

4



Q9 事業場外みなし労働時間制でも残業

事業場外みなし労働時間制で「労働したもの

A9

事業場外みなし労働時間制で 労働したもの

★ 法定労働時間を超えた時間に対
いが必要です。

 時間外労働の割増賃金（労働基準法 第

労働者に時間外労働をさせる場合には、会社

○ 法定の労働時間を超えて労働させる場

Q10 事業場外みなし労働時間制も深夜

労働者が次の時間・日に労働した場合、
深夜 午後１０時 午前５時

○ 法定の労働時間を超えて労働させる場

○ 大企業において１か月に６０時間を超え

A10

 深夜：午後１０時～午前５時
 休日：就業規則などにおいて定められて

★ 深夜・休日労働の割増賃金の支

 深夜・休日の割増賃金（労働基準法 第３
労働者に深夜・休日労働をさせる場合には

○ 深夜労働（原則として午後１０時から

Q11 事業場外みなし労働時間制で、指示
場合、労働時間として計算するの？

○ 深夜労働（原則として午後１０時から

○ 法定の休日に労働をさせる場合

なお、所定労働時間内であっても、深夜手

場合、労働時間として計算するの？

労働者が、深夜・休日に業務を行う場合、事

をしなければならないこと（事前許可、事後

いて、深夜・休日に業務を行ったが、

 深夜・休日の労働の事前の申告がない

 事前に申請されたが、使用者の許可を得

A11

 事前に申請されたが、使用者の許可を得

場合で、次のすべてに該当する時は、労働

① 使用者から強制されたり、義務付

② 深夜・休日に働かざるを得ないよ
※労働者の当日の業務量が過大である場

③ 深夜・休日労働が客観的に推測で
深夜または休日にその労働者からメールが
きないような資料が提出されたなど。

④ 事前許可が実態を反映していない
※労働者からの事前の申告に上限時間が
用者から働きかけや圧力があったなど。

⑤ 事後報告が事実を反映していない
※深夜または休日に業務を行 た実績に※深夜または休日に業務を行った実績に
れている、労働者が実績どおりに報告

5

業代を支払う必要があるの？

のとみなされる時間」が法定労働時間を超える場合、のとみなされる時間」が法定労働時間を超える場合、

対しては、時間外労働の割増賃金の支払

第37条）

社は割増賃金を支払う必要があります。

場合：「２割５分以上」

・休日手当を支払う必要はあるの？

場合 ２割５分以上」

える時間外労働を行う場合：「５割以上」

ている１週１回または４週４回以上の休日

支払いが必要です。

７条）
は、会社は割増賃金を支払う必要があります。

ら午前５時）：「２割５分以上」

示がないのに深夜・休日業務を行った
？

ら午前５時）：「２割５分以上」

：「３割５分以上」

手当の支払いは必要です。

？

事前に申告して許可を得た上で、その事後に報告

後報告制）を、就業規則などで定めている会社にお

。または、

得ておらず、かつ、労働者からの事後報告がない得ておらず、かつ、労働者からの事後報告がない

働基準法上の労働時間にはなりません。

けられたりした事実がないこと。

うな黙示の指揮命令※がないこと。
場合や期限の設定が不適当である場合など。

きず、使用者がそれを知らないこと。
が送信された、深夜または休日に労働しなければ作成で

ような事情※がないこと
が設けられた、労働者が実績どおりに申告しないよう使

ような事情※がないこと。
について その労働者からの事後の報告に上限が設けらについて、その労働者からの事後の報告に上限が設けら
しないよう使用者から働きかけや圧力があるなど。
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Q12 自宅でテレワークを行う労働者に最

自宅でテレワ クを行う労働者にも

A12

自宅でテレワークを行う労働者にも、

★ 都道府県ごとに定められた最低
あります。（最低賃金法 第４条）

※各都道府県の最低賃金額は、各都

【参考】厚生労働省 ホームページ
http://www2 mhlw go jp/topics/shttp://www2.mhlw.go.jp/topics/s

Q13 テレワークを行う労働者の健康に配

事業主は、以下の点に注意する必要があ

 必要な健康診断を行うこと（労働

A13

 必要な健康診断を行うこと（労働

具体的には、以下の健康診断などを行う必

雇入時の健康診断（労働安全衛生規
定期健康診断（労働安全衛生規則 第

テレワークを行う労働者を雇い入
（労働安全衛生法 第59条第１項）

具体的には、雇入れ時などに、業務に関係
る必要があります（労働安全衛生規則 第3

「ＶＤＴ作業ガイドライン」※など
とともに、必要な助言を行うこと

※「ＶＤＴ作業における労働衛生管理のためのガ

Q14 テレワークをする労働者にも労災保

A14

自宅でテレワークを行っているときに業

★ 労災保険の保険給付の対象とな

注意 !A14

自宅における私的行為が原因であ

注意!!

6

最低賃金を支払う必要があるの？

低賃金額※以上の賃金額を支払う必要が

都道府県県労働局へお尋ねください。

ジ（最低賃金制度）
seido/kijunkyoku/minimum/minimum 01 htmseido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

配慮すべきことはありますか？

あります。

働安全衛生法 第66条第１項）働安全衛生法 第66条第１項）

必要があります。

規則 第43条）
第44条

入れた際、必要な安全衛生教育を行うこと

係する疾病の原因や予防に関すること等を教育す
35条）。

どに留意し、その内容を労働者に周知する
とが望ましい

ガイドライン」（平成14年４月５日基発第0405001号）

保険は適用されますか？

業務が原因で生じた災害は、

なります。

あるものは、業務上の災害とはなりません。
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Q15 テレワークを導入するに当たって、

 労使双方が共通の認識を持つまで 十 労使双方が共通の認識を持つまで、十

テレワークの導入に当たって、労使で認

象となる業務、労働者の範囲、在宅勤務

分に納得いくまで協議し、文書にし、保存

また、自宅でのテレワークの制度が導入さ

は本人の意思によるものとすべきです。

 業務の円滑な遂行のため、業務内容な

自宅でのテレワークを円滑かつ効率的に

を文書にして交付するなど明確にすること

時の連絡方法について、労使間で取り決

業績評価や賃金制度を構築してください

A15 自宅でのテレワークを行う労働者が業績

価制度、賃金制度を構築することが望まれ

通信費や情報通信機器などの費用負担

自宅でのテレワークに必要な通信費や情

じめ労使で十分に話し合い、就業規則な

社内教育などの充実を図ってください。

自宅でのテレワークを行う労働者が能力

教育などの充実を図ることが望まれます

自宅でテレワークを行うに当たっては、

自宅でテレワークを行う労働者においても

いつつ、作業効率を勘案して自律的に業

Q16 テレワークについての質問は、どこ

次の相談窓口があります。

ク全般に は

A16

テレワーク全般については、

テレワーク相談センター
電話番号：0120-91-6479 （フリーダ

ホームページ：http://www.tw-sodan.jp

労働基準法などの法令については労働基準法などの法令については

都道府県労働局 監督課（東京、愛

または所轄の労働基準監督署

所在地一覧：http://www.mhlw.go.jp/ko

7

その他の注意点はありますか？

十分に話し合ってください十分に話し合ってください。

認識に相違がないよう、あらかじめ導入の目的、対

務の方法などについて、労使委員会などの場で十

存するなどの手続きを踏むことが望まれます。

された場合、実際にこの在宅勤務をするかどうか

などを明確にしてください。

に実施するために、業務内容や業務遂行方法など

とが望まれます。また、あらかじめ通常または緊急

決めておくことが望まれます。

い。

評価などについて懸念を抱くことがないように、評

れます。

担の取り扱いを定めてください。

情報通信機器などの費用負担については、あらか

どで定めておくことが望まれます。

。

開発などに不安を感じることがないように、社内

。

、労働者も自律的に業務を遂行してください。

も、勤務する時間帯や自らの健康に十分注意を払

務を遂行することが求められます。

こに聞けばいいの？

ダイヤル）

p/

はは、

愛知、大阪は労働時間課）

ouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
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